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介護短時間勤務取扱通知書
　
　あなたが平成　　年　　月　　日にされた介護短時間勤務の申出について、介護休業規程第○○条に基づき、その取扱いを下記のとおり通知します。ただし、期間の変更の申出があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます。
記
	１　短時間勤務の　期間等
	・適正な申出がされていましたので申出どおり平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで短時間勤務をしてください。
・申し出た期日が遅かったので短時間勤務を開始する日を平成　　年　　月　　日にしてください。
・あなたは対象者でないので短時間勤務をすることはできません。
・申出に係る対象家族の介護短時間勤務又は介護休業ができる日数は、のべ93日です。今回の措置で、介護短時間勤務又は介護休業ができる日数は残り（　　）日になります。

	２　短時間勤務期　間の取扱い等
	(1)短時間勤務中の勤務時間は次のとおりとなります。
　  　始業（　　時　　分）　　　終業（　　時　　分）
　　  休憩時間（　　時　　分～　　時　　分（　　分））
(2)短時間勤務中は原則として所定時間外労働は行わせません。
(3)短時間勤務中の賃金は次のとおりとなり、賃金規程に基づき、時間割換算して支給します。
　　①基本賃金
　　②諸手当
(4)賞与及び退職金の算定に当たっては、短時間勤務期間中も通常勤務をしたものとみなして計算します。

	３　その他
	(1)家族を介護しなくなる等、介護休業に重大な変更をもたらす事由が生じた場合は、会社に速やかに連絡して下さい。


以　上

